
　令和７年１月１日現在で、御代田町内に住所がある方は、
町民税・県民税の申告が必要です。
　収入がない方も町民税・県民税の申告は必要となります。

　事業収入（農業、営業、不動産等）やその他の所得（一時所得や土地・建物の
譲渡所得など）がある場合や、給与が複数カ所から支払われている場合など、
所得税の納付、還付が必要となる方は、所得税の確定申告をしてください。

町民税・県民税申告が必要な方

所得税の確定申告が必要な方

ただし、次に当てはまる方は、町民税・県民税の申告は必要ありません。
※②③は、所得税の確定申告が不要となる方で、追加する控除（生命保険や

医療費控除など）もないことが前提となります。

① 令和６年分の所得税の確定申告をする方
② １カ所からの給与収入（年末調整済）のみで、勤務先から「給与支払報告

書」が町に提出されている方
③ 公的年金収入のみで、支払先から「公的年金等支払報告書」が町に提出

されている方
④ 収入がなく（または非課税所得のみ）、同一世帯の親族の税扶養となっ

ている方

　町民税・県民税申告は
郵送で提出することも可
能です。
　希望される方は税務課
住民税係までお問い合わ
せください。

確定申告が必要な方

　申告不要制度等により、確定申告義務がない場合でも、各種控除（生命保険や
扶養控除、医療費控除など）等を申告することで、源泉徴収されていた所得税が
還付されることがあります。
　詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご確認いただき、判断
がつかない場合には、佐久税務署へお問い合わせください。

・給与収入を年末調整されていない方
・年末調整された給与以外に収入があり、年末

調整された給与を除く給与収入とその他の所
得の合計が20万円を超える方

・給与収入が2,000万円を超える方

・公的年金収入が400万円を超える方
・公的年金以外に所得があり、その所得

が20万円を超える方

主に給与収入の方 主に年金収入の方

主な収入が給与や公的年金の方で確定申告が必要となる一例

問い合わせ先
　　町民税・県民税の申告に関すること　税務課住民税係（32）3126
　　所得税の確定申告に関すること　　　佐久税務署0267（67）3460

町民税
・

県民税
の申告

所得税
の

確定申告

　所得額や税額は町・県・国のさまざまな制度を利用する際の基準となるため、申告を
忘れると、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・保育料・公営住宅使用料などの算
定に影響を及ぼす場合があります。

申告を
忘れると・・・

事業主の皆さまへ
給与支払報告書の提出がお済みでない事業所はお早めに
　給与支払者（法人・個人問わず）は、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等（パート、アル
バイトおよび短期雇用者等も含む）の給与支払報告書を作成し、従業員等の１月１日現在（退職の場合は退
職日現在）における住所地の市区町村長へ提出することが義務付けられています。

（地方税法第317条の６）

　令和６年分の給与支払報告書の提出期限は１月31日（金）です。お済みでない場合は、お早めの提出
をお願いします。
　なお、普通徴収切替理由書兼仕切紙の請求や給与支払報告書の記入にあたり、不明な点などありました
ら、担当までお問い合わせください。

上記の確定申告期間中に来署する方は、入場整理券が必要です。
　当日発行の入場整理券数に限りがありますので、国税庁LINE公式アカウントを通
じての事前発行をご利用ください。

　確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を行っています。
　なお、作成済の申告書の内容確認（検算）のみの方への対応は行っていませんので、
ご承知おきください。

【来署する際にご持参いただくもの】
・お使いのスマートフォン
・マイナンバーカードおよび設定したパスワード２種類（数字４桁のもの・英数字６桁以上のもの）
・申告に必要な書類（収入や控除に関する書類）
　例：給与や年金の源泉徴収票、生命保険料等の控除証明書など

≪申告書等を提出される方へ≫
　令和７年１月以降、確定申告書等の控えに収受日付印のなつ印は行いませんの
で、提出用のみ送付（提出）してください。
　なお、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願い
します。

佐久税務署から
確定申告の

お知らせ

問い合わせ先　税務課住民税係（32）3126

問い合わせ先　佐久税務署 0267（67）3460（代表）

期　間　２月17日（月）～３月17日（月）※土日祝日を除く
会　場　佐久税務署　別館２階会議室
時　間　相談受付：午前８時30分〜午後４時
　　　　相談開始：午前９時から

国税庁LINE公式
アカウント

国税庁ホームページ
＜確定申告特集＞

国税庁ホームページ
「確定申告特集」を

ご利用ください。

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を次のとおり開設いたします。

※佐久税務署の増改築工事に伴い、敷地内駐車場の台数が15台程度と従来に比べ大幅
に少なくなっています。確定申告期間中は特に混雑が想定されますので、その点ご
承知おきください。
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